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１  沿  革  

 

昭和 

27 年 ４ 月 １ 日 

 

29 年 ８ 月 

 

 

 

 

30 年 10 月 

 

 

32 年 11 月 26 日 

 

 

33 年  

 

35 年 ６ 月 ９ 日 

 

38 年７月 16 日 

 

47 年５月 15 日 

 

 

 

 

 

 

 

48 年 １ 月 １ 日 

 

53 年 ４ 月 １ 日 

 

 

６月１日 

 

56 年９月 14 日 

 

 

琉球政府創立 

 

  琉球政府事務部局組織改正に伴い、南部地区を管轄する南部福

祉事務所が設置され、那覇市美栄橋町の沖縄中央児童相談所の２

階に事務所が置かれる。事務所発足と同時に庶務係、保護係が設

置され各係に主任が置かれ福祉三法の業務が開始される。 

 

  南部福祉事務所は那覇福祉事務所と改称され、沖縄中央児童相

談所２階から那覇市美栄橋町の玉寄洋服店２階に移転する。 

 

  琉球政府行政事務部局組織法の改正により、庶務係、保護係を

それぞれ庶務課、保護課の二課制となる。 

 

  那覇市美栄橋町の琉球結核予防会の２階に移転する。 

 

  保護課に査察指導員が配置される。 

 

  那覇市字与儀 585 番地に独立した庁舎の建設に伴い移転する。 

 

  本土復帰に伴い、那覇福祉事務所は沖縄県南部福祉事務所と改

称され福祉課が新設され、三課制となる。庶務課は、総務課と改

称され、地域指導員が配置される。復帰前、中部福祉事務所の管

轄にあった西原村が福祉地区の一部変更に伴い、南部福祉事務所

に移管され、管轄区域 18 町村となる。 

 更に、本土法の適用により、那覇市福祉事務所の新設に伴い、

社会福関係業務が移管され、家庭児童相談室の新設。 

 

  糸満市福祉事務所の新設に伴い、社会福祉関係業務が移管される。 

 

  機構改革により総務課長兼務の次長制が敷かれるとともに、査

察指導員が主任主事と改められ格付が図られる。 

 

  婦人相談業務の集中管理に伴い、婦人相談所へ業務が移管される。 

 

住居変更に関する法律に基づき、新しい住居表示制度によって    

那覇市与儀 1 丁目１番 24 号に所在地変更される。 
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57 年  3 月 31 日 

 

 

59 年 ４ 月 １ 日 

 

 

平成 

元 年 ２ 月 ４ 日 

 

 

５ 年 ４ 月 １ 日 

 

 

６ 年 ４ 月 １ 日 

 

 

７年７月 22 日 

 

 

９ 年 ４ 月 １ 日 

 

 

10 年 ４ 月 １ 日 

 

14 年 ４ 月 １ 日 

 

 

 

 

 

 

 

15 年 ４ 月 １ 日 

 

 

    ８月 10 日 

 

庁舎の増改築工事（1 階 87.45 ㎡、2 階 104.40 ㎡）、総床面積

548.25 ㎡ (1 階 265.65 ㎡、2 階 282.60 ㎡）。 

 

  福祉事務所の機構改革によりこれまでの次長兼総務課長から次

長兼保護課長に、また地域福祉担当指導員が廃止となる。 

 

 

  那覇市与儀１丁目３番１号沖縄県南部合同庁舎内に移転（１階  

保護課・福祉課・２階総務課） 

 

  老人福祉法及び身体障害者福祉法の改正に伴い、老人及び身体

障害者の措置権事務が町村に移管される。   

 

  福祉事務所の組織機構の一部改正により総務課が総務調整課とな

り、福祉指導主事が配置される。また福祉課は地域福祉課となる。 

 

  那覇市旭町１番地沖縄県南部合同庁舎内に移転（１階保護課・  

地域福祉課・２階総務調整課） 

 

  町村社会福祉協議会の指導監査事務が県生活福祉部福祉総務課  

監査指導班から引継がれる。 

 

  沖縄県組織改正により生活福祉部が福祉保健部となる。 

 

  沖縄県行政組織規則の一部改正により、南部福祉事務所と南部保健所

が統合し、南部福祉保健所となる。これに伴い組織は、企画課、福祉課、

地域保健課、健康推進課、生活環境課の５課体制となり、福祉課は保護

班と地域福祉班の２班体制となる。 

 母子、寡婦福祉相談業務の浦添市分が管轄区域の変更に伴い中部福祉

事務所より委譲される。  

豊見城市福祉事務所の新設に伴い、社会福祉関係業務が移管される。 

 

  支援費制度施行に伴って、知的障害者の施設入所の事務が町村

に移管される。 

 

  支援費制度に関する市町村指導及び指定居宅支援事業者等への

実施指導が福祉保健所の業務として規定される。 
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17 年 ４ 月 １ 日 

 

 

17 年 10 月 27 日 

 

 

18 年 １ 月 ４ 日 

 

18 年 ４ 月 １ 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 年 ４ 月 １ 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 年 ４ 月 １ 日 

 

 

 

28 年 ４ 月 １ 日 

 

介護保険法による居宅サービス事業者及び介護支援事業者の指

定・変更及び指導・監査が福祉事務所の業務として規定される。 

 

  児童福祉法改正により市町村が要保護児童の通告機関として規

定されたことから町に児童相談業務が移管される。 

 

  南城市福祉事務所の新設に伴い、社会福祉関係業務が移管される。 

 

  支援費制度から障害者自立支援法に制度改正される。障害者自

立支援法による市町村指導及び障害福祉サービス事業所等への指

導・監査が福祉事務所の業務として規定される。 

 

 沖縄県行政組織規則の一部改正により、南部福祉保健所の組織

が、企画課、福祉課、地域保健課、健康推進課、生活環境課の５

課体制から、総務福祉班、生活保護班、生活環境班、健康推進班、

地域保健班の５班体制となる。また、企画調整スタッフが所長の

下に置かれる。 

 

 沖縄県行政組織規則の一部改正により、南部福祉保健所の組織

が、総務福祉班、生活保護班、地域保健班、健康推進班、生活環

境班の５班体制から、総務企画班、地域福祉班、生活保護班、地

域保健班、健康推進班、生活環境班の６班体制となり、企画スタ

ッフが総務企画班に再編される。 

 

 女性相談員による相談窓口として、「南部配偶者暴力相談支援 

センター」が設置される。 

 

  沖縄県行政組織規則の一部改正により、南部福祉保健所の組織

は、総務企画班、地域福祉班、生活保護班、健康推進班、地域保

健班、生活衛生班、環境保全班の７班体制となった。 

 

  沖縄県行政組織規則の一部改正により、南部福祉保健所が南部 

保健所と南部福祉事務所に分離再編となる。これに伴い南部福祉 

事務所は総務班、地域福祉班、生活保護班の３班体制となる。 
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２ 南部福祉事務所管内図（R5.4 月現在）  

 

□  南部福祉事務所管轄（５市・５町・６村）  

 

 

※南部圏域（１６市町村）を所管する県福祉事務所としての機能と１１町村の郡部福

祉事務所（生活保護等）としての機能を併せ持つ組織です。 

 

（郡部福祉事務所の業務） 

  ○ 生活保護業務、家庭児童相談室、助産施設、特別障害者手当等の支給事務、生

活困窮者自立支援業務等 

 

（圏域対象の福祉事務所業務） 

  ○ 母子父子寡婦福祉資金の貸付業務、配偶者間暴力（ＤＶ）相談事業、民生委員・

児童委員の活動費等支給、障害者総合支援法に基づく指導業務、介護保険事業者

の指定・指導業務（那覇市を除く）等 
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３ 庁舎案内図（R5.4 月現在）  
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所 長

総 務 班

５人

地域福祉班

８人

生活保護班

24人

４ 南部福祉事務所の組織と所掌  

 

１）組織・定数等  

 

 令和５年 4 月 14 日現在 （定数 35 人）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

班  名  職   種  配置数 

（総務） 

（地域福祉） 

（生活保護） 

総務班長 

地域福祉班長 

生活保護班長 

事務      ４人 

運転士     １人 

事務      ８人 

（うち育短１人） 

 

事務      24 人  

（うち育短２人） 
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２）各班の所掌事務  

 総務班   

 

（１）公印の管理に関すること 

（２）所属の職員の身分、服務、研修、給与及び福利厚生に関すること 

（３）文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること 

 (４）予算経理、その他の会計事務に関すること 

（５）所管する財産の管理に関すること 

（６）一般会計の債権（生活保護返還金等）に関すること 

（７）扶助費等の支出経理に関すること 

（８）南部福祉事務所活動概況に関すること 

（９）前各号のほか庶務一般に関すること 

（10）他の内部組織の分掌に属しない事務に関すること  

 

 地域福祉班   

 

（１）児童福祉に関すること 

（２）母子父子寡婦福祉に関すること 

（３）老人福祉に関すること 

（４）障害者福祉に関すること 

（５）管内町村の児童福祉行政（保育所）に係る指導監査に関すること 

（６）管内町村の自立支援給付支給事務及び障害者サービス事業者等の実施指導に

関すること 

（７）特別障害者手当等に関すること 

（８）障害者相談支援事業に関すること 

（９）市町村等関係機関との連絡調整に関すること（他班に係る事項を除く） 

（10）家庭児童相談室の運営に関すること 

（11）介護保険法に基づく事業者の指定及び変更等に関すること 

（12）介護保険事業所の実地指導及び監査に関すること 

 (13)  ＤＶ被害者面接相談業務に関すること 

（14）民生委員及び児童委員に関すること 

（15）生活困窮者自立支援に関すること  

 

 生活保護班   

 

（１）生活保護法施行事務に関すること 
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５ 所内相談業務案内  

 

令和５年４月１日現在 

業 務 内 容 実施曜日 
時 間 

担当班 電話番号 
午前 午後 

生活保護に関する相談 月～金 8:30～12:00 1:00～5:00 生活保護班 889-7150 

そ

の

他

相

談 

児童福祉に関する相談 

（家庭児童相談室） 
月～金 8:30～12:00 1:00～5:00 

地域福祉班 889-6364 女性問題(DV等)に関する相談 月～金 8:30～12:00 1:00～5:00 

母子父子寡婦福祉に関する相談 月～金 8:30～12:00 1:00～5:00 
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６  決 算 状 況  

 
令 和 ５ 年 度 歳 入 ・ 歳 出 状 況  

単 位 ： 千 円  

 

 

 

  

収入額 未済額 決算額

（款） 2,141 1,859 （款） 1,748,836

2,141 1,859 105,131

2,141 1,859 社 会 福 祉 総 務 費 24,829

児 童 福 祉 施 設 負 担 金 2,141 1,859 障 害 者 福 祉 費 76,462

知的障害者援護施設負担金 0 0 老 人 福 祉 費 3,658

（款） 4 0 障害者自立支援諸費 182

4 0 57,424

4 0 児 童 福 祉 総 務 費 19,063

不 用 品 売 払 代 4 0 児 童 措 置 費 9,811

（款） 53,231 63,961 母 子 福 祉 費 28,550

0 0 児 童 福 祉 施 設 費 0

0 0 1,586,281

福祉資金貸付金元利収入 0 0 生 活 保 護 総 務 費 83,616

53,231 63,961 生 活 保 護 扶 助 費 1,502,665

53,231 63,961 （款） 0

生 活 保 護 返 還 金 51,559 51,340 0

雑 入 1,672 12,621 人 事 管 理 費 0

（款） 10

（款） 61,058 27,292 10

60,822 27,031 ハ ン セ ン 病 対 策 費 10

60,822 27,031 医 薬 費 0

貸 付 金 元 金 収 入 60,800 26,758 医 務 費 0

貸 付 金 利 子 収 入 22 273

236 261 （款） 56,100

236 261 56,100

違 約 金 及 び 延 納 利 息 236 261 母子父子寡婦福祉費 56,100

※千円未満の端数は四捨五入のため、合計が合わないことがある。

（節）

（項） 生 活 保 護 費

（目）

（目） 違 約 金 及 び 延 納 利 息

民 生 費

（項） 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 費

（節）

（節）

（節）

（項）

貸 付 金 元 利 収 入

（目） 母子父子寡婦福祉貸付金元利収入

（目）雑 入

（目） 雑 入

（項） 雑 入

（項）

特　　　別　　　会　　　計

諸 収 入

（目）

（節）

特　　　別　　　会　　　計

（目）

諸 収 入

（項） 貸 付 金 元 利 収 入

（目） 民 生 貸 付 金 元 利 収 入

（節）

財 産 収 入

（項） 財 産 売 払 収 入

（目）

社 会 福 祉 費

（目）

（目）

（目）

（目）

（項） 児 童 福 祉 費

（目）

（目）

（目）

歳　　　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　　出

科　　　　　目 科　　　　　目

一　　　般　　　会　　　計 一　　　般　　　会　　　計

（項）

公 衆 衛 生 費

（節）

（目）

分 担 金 及 び 負 担 金

（項） 負 担 金

（目） 民 生 費 負 担 金

（節）

民 生 費

物 品 売 払 収 入

（節）

（目）

（項）

総 務 費

（項） 総 務 管 理 費

（目）

衛 生 費

（項）
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７  生 活 保 護 費 返 還 金 関 係  
 

（ １ ） 生 活 保 護 費 返 還 金 歳 入 決 算 額 （ 令 和 ３ 年 度 ～ 令 和 ５ 年 度 ）  

単 位 ： 千 円  

 

 

 

年度 調定額(a) 収入済額(b)
収入率

b/a
a-b 不納欠損 収入未済額

未済率
d/a

令和3年度(計) 114,705,682 44,860,512 39.1% 69,845,170 4,318,688 65,526,482 57.1%

過年度 57,732,883 2,457,160 4.3% 55,275,723 4,318,688 50,957,035 88.3%

現年度 56,972,799 42,403,352 74.4% 14,569,447 0 14,569,447 25.6%

令和4年度(計) 132,791,943 49,335,575 37.2% 83,456,368 9,582,586 73,873,782 55.6%

過年度 55,062,026 1,687,193 3.1% 53,374,833 9,582,586 43,792,247 79.5%

現年度 77,729,917 47,648,382 61.3% 30,081,535 0 30,081,535 38.7%

令和5年度(計) 130,834,241 52,711,145 40.3% 78,123,096 14,472,120 63,650,976 48.7%

過年度 61,853,259 1,880,243 3.0% 59,973,016 14,472,120 45,500,896 73.6%

現年度 68,980,982 50,830,902 73.7% 18,150,080 0 18,150,080 26.3%


